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 貴職におかれましては、「核兵器廃絶」及び「原爆被害者援護」について、多大なご

尽力をいただき、感謝申し上げます。 

 さて３月２７日から３１日まで、ニューヨークの国連本部において、「核兵器禁止条

約交渉会議（第一会期）」が開催されました。核兵器がつくられ、広島・長崎に投下さ

れてから、７２年。その残虐性から、被爆者をはじめ、世界中の人びとが廃絶を求め

て声を上げ続けてきましたが、ようやくその禁止・廃絶に手が届くという歴史的な会

議になりました。 

 

 第二会期は、６月１５日から７月７日まで開催されることとなっていますが、５月

２２日には条約草案が発表され、その準備が着実に進んでいます。 

 

残念ながら、日本政府はこの第一会期の初日に出席したものの、「会議には核兵器国

の出席が一国もなく、我が国としての主張である核兵器、軍縮・不拡散における５つ

の原則を満たすものではないことが明らかになった」として、その後の会議への不参

加を表明しました。日本政府が核保有国と非核保有国の橋渡し役を果たすのであれば、

この会議に参加して非核保有国の主張をよく聴き、双方を結び付けることの重要性を

交渉会議の場において主張していくことが重要であると思います。 

 

日本政府におかれては、「生きているうちに核兵器のない世界を見届けたい」と願う

被爆者の思いをしっかりと踏まえ、核兵器廃絶に向けた歩みを着実に進めるための取

組みを行っていただきたいと考えます。唯一の戦争被爆国である日本政府に交渉会議

への参加を求める声は、被爆者の切なる願いであり、その願いを受け止めて交渉会議・

第二会期に参加してくださるよう要請します。そして、核保有国と非核保有国にある

対立を解きほぐし、全ての国連加盟国による建設的な議論により実効性のある核兵器

の法的禁止を実現するために、核保有国と非核保有国の橋渡し役として尽力されます

よう重ねて要請します。 

 

平成２９年６月１４日 

 

広島県廿日市市長 眞野 勝弘 


